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避難情報は本当に必要なのか？
― 「避難情報廃止論」という思考実験 ―

東洋大学理工学部都市環境デザイン学科教授 及　川　　　康

１.はじめに

平成 30年７月豪雨（西日本豪雨災害）
後に運用が始まった警戒レベルとそれに
伴い生じた幾つかの混乱を踏まえ、著者
らが 2016 年に言及した「避難情報廃止
論」１）の意義について再考してみたい、
というのが本稿の主旨である。やや刺激
的なタイトルではあるが、何が何でも廃
止してしまおうという意図ではない。い
まいちど水害時に自治体が出す避難情報
（避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・
高齢者等避難開始）の役割について問い
直すべく、ある種の思考実験を試みると
いうのが主旨である。水害時の人的被害
を最小限に食い止めるための災害情報の
仕組みはどうあるべきか、そして浸水被
害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟は
どうあるべきか、さらには、防災をめぐ
る行政と住民との関係性は如何にあるべ
きか、といった観点からの議論の活性化
の一助となれば望外の喜びである。

２.避難情報廃止論の問題意識

及川ら（2016）１）による「避難情報廃
止論」の問題意識の要点は以下のとおり
である（図－１）。
まず、水害による危険が差し迫ったと

き、「（１）現象」に基づいて、「（２）住民」
の個々が「とるべき行動」を的確に判断
できるのならそれで何ら問題はない（経
路 [a]）。しかし、実際にはそうではない
ことが多いので、それを補完すべく、経
路 [b] に基づき「（３）防災気象情報」
を経路 [c] で伝達するルートが設けられ
ている。これに基づけば、浸水被害の予
兆現象、すなわち雨や河川水位の増減を
連続的に把握することが出来る。一般に
「（３）防災気象情報」は、経路 [b] に基
づく客観的な基準により自動的に生成さ
れるものであるため、“状況通達型情報”
としての性質を持つ。つまり、発信者の
主観や解釈などはそこには含まれない。

本来的には、状況を通知するだけの無機
質な情報である。したがって、その「（３）
防災気象情報」がいったい何を意味する
のか、そこでどのような行動をとるべき
なのか、といった解釈や判断は、あくま
でも「（２）住民」自身が行う必要があ
るという構図である。
しかし、このような経路 [c] における

解釈や判断は、一般の「（２）住民」にとっ
て専門的過ぎて難しいとされてきた。そ
こで「（２）住民」は、この経路 [c] の
困難性を補完して、「（３）防災気象情報」
などから解釈される「とるべき行動」を
具体的に指南してくれる“行動指南型情
報”としての役割を、自治体が発信する
「（４）避難情報」に“期待”するように
なった。近年の状況は、“期待”という
よりはむしろ“依存”と表現すべきかも
しれない。数多くの「（３）防災気象情報」
が水害による危険が差し迫っていること
を盛んに伝えていたとしても、「（４）避
難情報」が出なければ避難しない「（２）
住民」が多くを占めるような事態も少な
くない。これは、「（４）避難情報」とい
う仕組みがもたらした構造的な“弊害”
と言えるだろう。
もとより、「（４）避難情報」には見逃

しや空振りの問題が避けられない。「す
る／しない」の２択で発せられる情報に
は、必然的に「あたり／はずれ」を伴う。

自治体が、「はずれ」によって生じる被
害や混乱を避けたいと考えるのは当然だ
が、同時に、大きな苦悩や葛藤を抱える
ことになる。近年でも、伊豆大島災害
（2013）や広島災害（2014）や鬼怒川決
壊（2015）などで、結果的に「（４）避
難情報」が未発表の状況で甚大な被害が
生じたことから、避難情報の見逃しの問
題に対する多くの批判や議論が向けられ
たことは記憶に新しい。この点に関して
内閣府は2014年に、「（平成26年 9月版）
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成
ガイドライン」２) にて「空振りをおそれ
ず早めに出す」べきとする基本方針を提
示するに至っている。これはちょうど経
路 [f] を強化する動きといえる。自治体
側も、担当者の主観で「（４）避難情報」
を出すか否かを判断するのを避け、気象
庁や河川管理者から出される「（３）防
災気象情報」の発表タイミングに委ねる
ようにルールを設けるケースが多くなっ
ている。ちょうど経路 [e] の自動化の動
きといえる。つまり、これからの「（４）
避難情報」は、「（３）防災気象情報」の
発表とほぼ同時に速やかに、空振りをお
それずに数多く発表されることが確実な
状況にある。これによって、確かに自治
体は、「（４）避難情報」の見逃しに対す
る批判を回避できるようにはなるだろう。
しかし同時に、空振りの増発は「（４）

図－１ 「避難情報」と「防災気象情報」と「とるべき行動」の関係
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避難情報」の信頼性を低下させ、「（４）
避難情報」が出ても避難しない「（２）
住民」をさらに多く作り出してしまうと
いう新たな“弊害”をもたらしていると
言える。
一方、近年では、新たな「（３）防災

気象情報」が開発されたり、そのわかり
やすさが改善されるなど、多くの知恵と
工夫が投入されている。詳細でわかりや
すい「（３）防災気象情報」を「（２）住民」
がリアルタイムで容易に入手出来るよう
な環境整備が従前とは比べものにならな
いほどに飛躍的に進んでいるのである。
これは、経路 [c] の充実化の動きといえ
る。
以上のような近年の災害情報伝達の環

境整備は、図－１の実線で示される各経
路をより迅速かつ確実なものとすべく行
われてきたものであると言える。しかし、
この構図を強化するということは、同時
に、そして皮肉にも、（意図してか否か
は別として、必然として）「（４）避難情
報」の情報としての価値を低下させてい
る（冗長性を高めている）ということに
注意を向ける必要がある。すなわち、経
路 [c] だけで事足りる状況がもしも整う
のであれば、もはや「（４）避難情報」
には「『（３）防災気象情報』の横流し」
あるいは「『（３）防災気象情報』を単に
言い換えただけ」といった程度の意味合
いしか残っていないのではないか、前述
の２つの弊害の“元凶”あるいは単なる
“儀式”としての存在意義しか残ってい
ないのではないか、というのが及川ら
（2016）１）の「避難情報廃止論」の問題
提起であった。
この問題提起を補強および補足する議

論として、例えば、雑誌「プレジデント
2018.10.1 号」における橋本徹氏の主
張３）などを掲げることが出来る。そこで
は、「（３）防災気象情報」のことを「生
の情報」と呼称し、「生の情報をできる
限りリアルタイムに住民の皆さんに届け
て、あとは住民の皆さんの判断に任せる
しかないだろう。」ならびに「市町村長
が避難勧告や避難指示を出すやり方はも
う古い。リアルな生情報を、住民が判断
しやすいように視覚的に加工して直接住
民に届けて、最後は住民の皆さんに判断
してもらう。この方向で政治は力を尽く
すべきだ。」と述べている。

３.避難情報廃止論の４つの
version

ところで、以上のような「避難情報廃
止論」の問題意識のもと、その実践にお
いては、少なくとも以下のような４つの
version が存在し得ると考えられる。実
現可能性は大きく異なりそうであるが、
そこで達成され得る本質的な意義はさし
て変わらない。なお、下記の hard/soft
という形容詞は、自治体側の「（４）避
難情報」の現状制度からの変更の程度を
示している。
①super-hard version；
水害時における「（４）避難情報」の

手続きと名称そのものを完全に廃止する。
最も強硬な制度変更を伴う super-hard 
version である。
②hard version；
自治体による「（４）避難情報」の発

表にともなう種々の行政手続き（避難所
開設など）そのものは廃止せずに現状の
ままとする。ただし、「（４）避難情報」
の各名称を、単なる「『（３）防災気象情
報』の横流し」や「『（３）防災気象情報』
を単に言い換えただけ」に過ぎないとい
う意味で“○○〇情報の発表のお知らせ”
などと改称してはどうか、あるいは、「本
来的にはこの意味しかないのだ」という
ことを正直に表現するという意味で“避
難所開設情報”などと改称してはどうか、
というversionである。出来もしない“行
動指南型情報”のふりをするのはもう止
めて、実直に“状況通達型情報”として
の役割に徹するという方向転換と言える。
名称変更のみの hard version である。
③soft version；
現状の「（４）避難情報」の手続きお

よび名称に変更は無い。ただし、水害時
には自治体が「避難情報は出しません宣
言」をする。一切の制度変更を伴わない
ので soft version である。
④super-soft version；
現状の「（４）避難情報」の手続きお

よび名称に変更は無い。水害時には現状
と同じく自治体は避難情報を発表する。
ただし、「（２）住民」が「（４）避難情報」
に依存せず（すなわち無いものとして、
あたかも“廃止”されたかの如く）、「（３）
防災気象情報」等に基づき主体的に判断
する社会を目指す。自治体側の動きは何
も変わらない。変わるのは「（２）住民」
自身の心構えだけである、という意味で
の super-soft version である。

４.警戒レベルと混乱

平成 30年７月豪雨（西日本豪雨災害）
では、総じて「（３）防災気象情報」と「（４）
避難情報」は十分に発信されていたと言
われる。にもかかわらず甚大な被害と
なったのは、「（３）防災気象情報」と「（４）
避難情報」と「（２）住民（のとるべき
行動）」との関係（経路 [c][e][f]）が十
分に理解浸透されきっていなかったのが
一因だったのではないかとの反省がある。
そこで、それらの関係（経路 [c][e][f]）
を明示的に紐付けるかたちで中央防災会
議（2018）４）および内閣府（2019）５）

が一覧表（カタログ形式）にまとめたも
のが、いわゆる「警戒レベル」（表－１）
であると言える。
2019年の出水期には早速「警戒レベル」

が運用されたが、そこでは幾つか混乱も
あったようである。既に個別の不備を指
摘する声もあるようだが、その例として、
表－２記載の事例などは、「避難情報廃
止論」の問題意識を議論する上で興味深
い内容を含むものであった。
ヤフーは警戒レベル設定（表－１）に

則って経路 [c] を遂行したに過ぎない。
しかも分かり易く最大限の工夫をこらし
て遂行した。前掲の橋本氏の表現を借り
るなら、ヤフーは「リアルな生情報を、
住民が判断しやすいように視覚的に加工
して直接住民に届けた」のである。これ
によって「（２）住民」は、かつてのよ
うに「（４）避難情報」を待ったり依存
したりせずとも、「（３）防災気象情報」
に基づいて「とるべき行動（警戒レベル）」
を判断できるヒントをはるかに確実かつ
容易に入手できるようになったはずであ
る。前述のような「（４）避難情報」に
まつわる“弊害”をも払拭し得るヤフー
によるこの絶妙なサポートについて、批
判に曝されるべき箇所は微塵も見当たら
ない。
なお、市からの「（４）避難情報」は

未発表であり、それがあたかも発表され
たかのごとく見えて「紛らわしい」との
ことであるが、掲載されたのは「警戒レ
ベル」と「とるべき行動」である。もと
より市民にとっては、「（４）避難情報」
が出ようと出てなかろうと「とるべき行
動（警戒レベル）」は（ヤフー等のおか
げで）既に明らかなはずである。にもか
かわらず、あらためて市に「（４）避難
情報」の有無を問い合わせるような事態
は、依然として「（２）住民」が「（４）
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避難情報」に対する“待ち”や“依存”
の弊害を抱えた状態から未だ抜け切れて
いないことの証左のようにも思える。市
側については、「（４）避難情報」が「防
災気象情報の横流し機能」を遂行出来な
かったことを悔やむ意味での“曇り顔”
ならば理解は出来る。
より端的に言えば「ヤフーでいいじゃ

ないか」とも表現し得る事態である。

５.ここまでのまとめ

「警戒レベル」の設定によって、「（４）
避難情報」における“行動指南型情報”
としての役割がより強く明確になったと
見る向きもあるようだが、著者の見解は
真逆である。
むしろ、“行動指南型情報”として「（４）

避難情報」が如何に冗長（ムダ）である
のかがより鮮明に整理されたとも言える。
やはり「（４）避難情報」に“行動指南
型情報”としての役目をすべて担わせる
のにはムリがあると言わざるを得ない。
浸水被害が生じ得る場所で暮らす「（２）
住民」にとって、いち早く危険を察知し
て速やかに行動を起こすには、その判断
のヒントを「（４）避難情報」にではな
く「（３）防災気象情報」に求めるほう
がはるかに健全であると言えよう。それ
を可能とする環境がいよいよ整いつつあ
るということである。「避難情報廃止論」
を議論する土台がいよいよ整ったと見る
べきではなかろうか。
無論、「（３）防災気象情報」および経

路 [c]、あるいは警戒レベル設定の個別

要素の配置に関して、2019 年に立て続
けに日本を襲った多くの風水害時の運用
状況を概観する限り、幾つかの具体的か
つ技術的な不備を指摘せざるを得ない箇
所が散在するのも事実である。今後はこ
れらの不備をひとつひとつ解決していく
努力が重要であることは言うまでも無い。
とりわけ、より一層の「（３）防災気象
情報」および経路 [c] の充実化を図って
いくことは必須であろう。

６.避難情報を本当に廃止し
てしまっていいのか？

「避難情報廃止論」を議論する土台が
整ったのだとすれば、ここでなお、あら
ためて「（４）避難情報」の価値を問い
直しておきたい。経路 [c] だけで事足り
るなら、本当に「（４）避難情報」を廃
止してしまって良いのか、という再度の
問いかけである。
もしも住民と自治体とが互いを「大切

な他者」として認識しており、両者の間
に信頼関係や一体感が存在する間柄なら、
自治体が住民に向けて、迫り来る危機や
避難に関するメッセージを何らかの形態
で発信することは、むしろ当然のことの
ようにも思われる。このとき、そのメッ
セージの形態は、たとえば「（４）避難
情報」などのような既存の形態をとるの
でも良いし、あるいは別の形態をとるの
であっても、どちらでも良い。そこでは、
たとえ「（４）避難情報」に“行動指南
型情報”としての価値が皆無だとしても、
両者で「この地域から犠牲者を一人も出

さない」という決意を共有・確認し合う
ための役割（価値）を「（４）避難情報」
は担い得る。そこにはもはや空振りも見
逃しも存在しない。「（４）避難情報」は、
まさに“儀式”として存在し続ける価値
が「ある」。このような価値は、「（４）
避難情報」を、国でも都道府県でもなく、
「（２）住民」にとって最も身近な行政で
ある自治体が発信するからこそ発揮し得
るものであると考えられるのである。自
力での避難が困難な独居高齢者や障害者
などへの周囲からの避難支援、自治体の
範囲を越えた広域避難、避難所の環境改
善など、従前のルールに縛られない柔軟
な議論を許容し、そのうえで有効な政策
や工夫を可能とするのは、このような“儀
式”を必要とするような風土であるよう
に思われる。
一方、もしも住民と自治体とが互いを

「大切な他者」として認識しておらず、
責任の追求と回避を応報的に繰り返すだ
けの殺伐とした関係性にあるのなら、そ
のような“儀式”は必要とされないだろ
う。ならばもはや「（４）避難情報」の
存在意義は無い。廃止してしまって問題
無いだろう。あたかも“行動指南型情報”
としての役割を高度に担うことが可能で
あるかのような“ふり”をした「（４）
避難情報」を中途半端に存続させたとし
ても、住民は空振りや見逃しによって生
じた損害の責任を自治体に向かって執拗
に追及し続けるだろうし、それを回避す
べく自治体は、より早めに広範囲に機械
的に「（４）避難情報」を淡々と出し続

表－１　警戒レベル

出展：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html）（図－１との対応を【 】で著者が追記）
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けるだろう。その場合の「（４）避難情報」
は、水害時の人的被害を最小限に食い止
めるために出されるものではなく、それ
はもはや、住民からの責任追及を回避す
るための単なるアリバイ作りに過ぎなく
なってしまう。だとするなら、そのよう
な不毛な悪循環を抜け出すために、いっ
そのこと、その“元凶”である「（４）
避難情報」を廃止して経路 [c] に依拠す
る社会を目指したほうが、住民と自治体
の双方にとってよほど健全であるように
思えてならない。

７.おわりに

避難情報廃止論が我々に問うものは、
単に「（４）避難情報」を廃止すべきか
否かといった表面的な議論だけではない。
もしも「（３）防災気象情報」で事足り
る環境が十分に整うのであれば、そのも
とでなお「（４）避難情報」が必要なの
か否かの判断は、住民の避難判断とは別
の論理、すなわち、その人の準拠社会に
おける住民と自治体との関係性について
の認識の如何によって大きく異なる可能
性がある、ということを主張するもので
ある。我々はそこで、防災行政と住民と
の間に信頼関係や一体感が存在する社会
を目指すのか、それとも、互いに責任の
追及と回避を応報的に繰り返すような殺
伐とした社会を目指すのか、あるいはそ
れらとは別な社会のあり方を模索するの
か、と問われることになる。我々はこの

議論を避けるべきではない。真摯な議論
が必要である。
ところで、2019 年の出水期、甚大な

浸水被害が日本各地を立て続けに襲った。
避難情報に関して言えば、空振りもあっ
たし見逃しもあった。空振りを恐れず早
めに広範囲に出された避難情報の対象者
も膨大な人数に上った。その意味では、
（全てではないにせよ、少なくない自治
体において）現時点での「（４）避難情報」
はもう既に、水害時の人的被害を最小限
に食い止めるために出されるものではな
く、住民からの責任追及を回避するため
の単なるアリバイ作りに成り下がってし
まっている可能性がある。そのような現
状において、我々の住む社会が、互いに
責任の追及と回避を応報的に繰り返すよ
うな殺伐とした社会と化しているという
ことを認めるならば、いっそのこと「（４）
避難情報」は本当に廃止してしまったほ
うが健全である。その実践のための
version は少なくとも４つほど提起され
ているので、そこから相応しい version
を選べばよいということになる。しかし、
我々の住む社会には防災行政と住民との
間に信頼関係や一体感が存在する、ある
いは、現状ではそれは薄れつつあるとし
ても将来的にはそれの再構築を目指すべ
きとの信念が僅かでもあるのであれば、
その限りではないのかもしれない。

表－２　警戒レベルに関する混乱の例
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